
事業主援助業務のご案内

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮崎支部
宮崎障害者職業センター

法定雇用率の達成

障害者差別の禁止 合理的配慮の
提供義務

精神障害者の
雇用義務化

多様な人材の確保

ご相談例
・障害者を雇用しようと思っているが、どのように進めればよいかわからない。
・どのような仕事を用意したらよいか、どのように教えたらよいか相談したい。
・経営層や現場の理解を得るためにはどのようにすればよいか知りたい。
・障害を受けリハビリ中の従業員の復職にあたってどのような配慮をすればよいのか。
・過去に障害者雇用をしたものの⾧続きしなかった。
・障害者雇用において、支援機関の活用を考えたい。

☑ 私たち宮崎障害者職業センターは、職業リハビリテーションの公的な
専門機関です。

☑ ハローワーク、医療機関、福祉機関、職業能力開発機関と連携して
宮崎県内の皆様にサービスを無料で提供しています。

☑ 関心のある方は、電話・メールで何なりとお問い合わせください。
・支援内容や利用方法など丁寧に説明いたします。
・問い合わせ・相談内容の秘密は固く守ります。

電 話:0985-26-5226
メール:miyazaki-ctr@jeed.go.jp

住 所:宮崎市鶴島2丁目14-17 〒880-0014
詳細はホームページでもご覧いただけます。



ニーズに応じた支援の実施

・同業他社の雇用事例の情報提供
・事業所に出向き、職務創出の助言やリスト
アップの協力

・ハローワークを交えて相談し、労働条件等
をまとめられるよう助言

・受入部署社員向けに｢障害とは何か｣､｢接し
方｣などの社員研修を提案、講師として協力

・職場見学等を提案、実施の協力
・面接実施に当たっての留意点を助言

・ジョブコーチ支援により、実践の中で助言、
管理体制整備に係る提案

・リワーク支援により、職場復帰受入れの
準備、再発防止に係る留意事項等について
アドバイス

・障害者就業・生活支援センターに登録し、
⾧期のフォローアップを提案

・障害者雇用をどのように進めていけば
よいのか

・経営層に障害者雇用の必要性を認識し
てもらいたい

ニーズ

・事業主支援ワークショップ等の参加により
他社の情報収集を協力

・経営層向けに「障害者雇用の意義とメリッ
ト」の社内説明会を提案、講師として協力

支援の提案・提供内容

・資格が必要または専門性が高い職務が
多いのだが、どんな職務が任せられる
のか

・雇用形態や就業時間などの設定はどう
すればよいのか

・現場でともに働く従業員の不安を解消
したい

・どのように募集したらよいのか
・採用可否の判断は何を基準にしたら
よいのか

・作業の教え方に問題はないか
・安定した継続雇用を図りたい
・うつ病等による休職者の職場復帰を
どう進めたらよいのか

①理解を
深める

②職務の
選定

③受入態勢
の整備

④採用
活動

⑤職場定着、
職場復帰
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障害者雇用の理解、配置部署や職務選定、受け入れ態勢、労働条件、採用活動など、雇用をスムーズに進める
ための具体的なノウハウについて、他社の事例提供を含め専門的な支援を行います。

障害者職業カウンセラーが課題解決をサポート!

①内部障害者しか接した経験がないため、障害者が働いているイメージが分からない。
②専門的な仕事が多く簡単な仕事が見つからないため、どのような職務を障害のある方にやってもらえば良いか分からない。

③今までに障害者と接したことのある社員がいないため、どのような配慮が必要なのかや、指導方法が分からない。社員がどのように接す

れば良いか分からず不安を感じている。

１．障害者雇用に係る現状

２．今後の目標

①障害者が働いているイメージを作る。②障害者に対応可能な職務を見つける。③社員の不安を軽減する。

３．具体的な取組内容

2-①

事業所の取組事項
センター及び支援機関が実施する支援内容

①働いている障害者の事例を情報収集する。②障害者雇用に取り組んでいる他社の取組を確認する。③障害者職業センターを見学する。

【センターが実施する支援内容】①同業他社の障害者雇用の事例について情報提供します。②事業主支援ワークショップに参加いただき、他社の取組を参考にしたり、御社の
課題について他社に相談する機会を提供します。③障害者が働いているイメージを作るため、職業準備支援の見学機会を提供しま
す。

 支援期間  ●● 年７月１日    ～  ●●年７月３１日

【センターが実施する支援内容】①障害特性、配慮事項及び指導方法について社員研修を実施したり、現在不安に感
じている点について助言します。②ジョブコーチ支援を実施し、障害者と実際に接する中での戸惑い・お困りごとな
どについて助言します。

 支援期間  ●● 年１０月１日    ～  ●●年１月３１日

2-②

事業所の取組事項
センター及び支援機関が実施する支援内容

①人事担当者が中心となり、障害者に対応可能な職務の有無について各部署にアンケートを実施する。②アンケート結果を下に、１日の作業スケジュールとして職務を設定する。

【センターが実施する支援内容】①御社及び親会社の方とともに、社内見学や、アンケート調査の実施などにより、
障害者に対応可能な職務を助言します。②アンケート結果を下に、職務設定について助言します。

 支援期間  ●● 年８月１日    ～  ●●年８月３１日

2-③

事業所の取組事項
センター及び支援機関が実施する支援内容①社員の関わり方の不安を聞く機会を設定したり、障害特性、配慮事項及び指導方法について障害者職業センターの研修を活用して学ぶ。研修に当たっては、社員の不安点を事前に情報提供する。

②障害者の雇用に当たりジョブコーチ支援を活用し、社員の不安を軽減する。

障害者雇用に関する提案書

事業主の独自の取組による、
・障害者雇用に係る体制整備、効果的な雇用管理の促進
・事業所全体における障害者雇用の質の向上 等
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障害者を雇用したいが､どう
進めたらよいか?

そうか。この取組も必要
なんだ!

まずはここから、この支援
を使ってやってみよう!

○カウンセリング技法を活用した傾聴、
相談によるニーズの明確化

事業主相談･支援ツール

企業として取り組む障害者雇用の課題や､
個別の障害者に関する課題

課題解決に向けた具体的な流れや、
事業主自らの取組事項等の気づき

（提案書の内容）
● 障害者雇用に係る現状
● 今後の目標
● 具体的な取組内容
・事業所の取組事項
・社員研修、職務創出、ジョブコーチ支援、ワーク
ショップによる支援）

障 害 者 職 業
カウンセラー

在職者Aさんの仕事の幅を拡
げたいが､どのような職務を
設定したらよいか?

○｢事業主相談･支援ツール｣を用いて、
事業所ごとのニーズ、雇入れ準備
～雇用継続までの各段階における
取組状況をアセスメント

○課題解決に向け、事業主自らに
おいて検討・実施が望ましい
取組、地域センター等が実施
する支援等について提案
（→事業主の同意に基づき下記
の提案書を作成）

サポートの特徴

全国組織のネットワークも活用!

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮崎支部
宮崎障害者職業センター

詳細はホームページでもご覧いただけます。

事業主支援ワークショップ
障害者雇用の優れた工夫をされている
県内企業の方との情報交換会です 無料
テーマによってリモート参加も可能です

＜令和５年度の予定＞
６月 感情コントロールの課題への対応
８月 採用面接の進め方
９月 メンタルヘルス休職者の支援

１０月 ⾧期の職場定着に向けて
１１月 採用面接の進め方２
２月 雇用管理を学ぶ（視察）


